
(1)条例における相談対象
①障害を理由とする差別 ②合理的配慮に関すること ③その他（不適切な行為、環境の整備等）

(2)相談体制と助言・あっせん等の仕組み
「地域アドボケーター」「障害者差別解消相談員」「共生社会づくり委員会」を設置し、調整・助言、あっせん等を行う

(3)障害者差別解消相談員
専門性をもって中立の立場で相談に応じ、必要な助言、調査、調整などを行う相談員を２名配置

(4)地域アドボケーター（地域相談支援員）
自身で相談することが難しい障害者に寄り添い、相談内容を代弁するなどにより相談員につなぐ(2６名）

１．相談対応について

「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」の
取組状況等について（令和５年度）【概要】

■報告書の内容
①令和５年度の相談対応の状況
②条例に基づく啓発等の取組状況
■目的
事例を分析・公表することで、どのような行為が差別にあたるのか、合理的配慮としてどのような対応が必要かを
周知することで、差別に“気づき”“行動する”きっかけにしていただく。

２．相談実績

〇令和５年度に障害者差別解消相談員が受け付けた新規事案件数は７９件、継続案件２件（R５.4.1～R６.3.31）

（①障害を理由とする差別 ６件、②合理的配慮の不提供 １０件、③その他 ６５件）

〇新規事案件数は、令和４年度９０件、令和３年度８５件とほぼ横ばい

(1)令和５年度の実績

(２)相談内容の類型

●分野別・相談の類型別

●障害者等の障害種別
・精神障害 ３２件
・肢体不自由 １６件
・発達障害 １４件
・聴覚障害 ６件
・知的障害 ５件
・視覚障害 ３件
・内部障害 １件
・難病 １件

(３)相談事例

○【商品・サービス分野】 差別的取扱
聴覚に障害のある人がレンタカーを借りようとしたところ、意思疎通ができないので貸し渡しができないと断られた。
→県から障害者差別解消法や条例についての説明、他の支店では貸し渡しをしてもらっていたこと等を説明し、借りることができた。

【商品、サービス分野】 合理的配慮の提供
〇金融機関で口座変更の申し込みをする際、障害特性により自書が難しいにもかかわらず、口座番号等の記入を自書でするよう求
められた。
→条例で合理的配慮の提供が義務となっていることを説明し、金融機関の責任者の判断で柔軟な対応をしてもらえることとなった。
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①基本姿勢
様々な障害特性や背景を持つ方から幅広い分野や場面に関わる相談が寄せられるため、どのような相談でも
まずは傾聴し対応

②相談対応能力向上に向けた取組
様々な相談に適切に対応するため高い専門性が求められる中、研修や相談活動の振り返りを定期的に実施
厚生労働省が実施する研修等にも積極的に参加

③事業者への具体的提案等

条例や障害者差別解消法の趣旨等を周知するだけでなく、事業者に対して相談者が直面しているバリアを取
り除くための具体的な対応の提案等を実施

④関係機関等との調整

相談者の抱える問題の所在を明確にし、必要に応じて関係機関と情報共有・連携して問題の解決のための調

整を行い、場合によっては適切な窓口への丁寧な引継ぎを実施

(４)相談活動まとめ等

(1)滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会（令和５年８月）
条例第15条に基づき、関係団体等との情報共有や共生社会の実現に向けた取組を県全体で推進するために

開催。障害者差別解消法第17条に規定する「障害者差別解消支援地域協議会」の機能を兼ねる。

４．課題に対する今後の取組

(1)事業者・県民への普及・啓発等について

・周知・啓発に取り組んでいるものの、条例の理念や相談窓口の幅広い層への周知は道半ばと認識

・令和６年４月から事業者による合理的配慮の提供が法的にも義務となったことから、事業者向けの啓発が必要

⇒多くの県民が参加しやすい内容や場所等でのフォーラムの開催、専門家や障害当事者による出前講座の実施、

事業者等への共生社会サポーターステッカー配布等により、幅広い層への共生社会の理念の浸透を図っていく。

(2)関係機関等とのネットワーク構築・連携強化について

・引き続き、地域アドボケーターの周知が必要

・障害者差別の解消は、障害のある方の生活改善という側面があるため、市町との連携強化が必要

⇒圏域ごとに市町担当者を交えた地域アドボケーター情報交換会・研修を実施し、スキルの向上や相談事例を

共有するなど、様々な機会を通じて関係者の連携を深めていく。

■最後に
令和６年４月に施行された改正障害者差別解消法により、法律では「努力義務」とされてきた民間事業者の合理
的配慮の提供が本県条例と同じく義務となった。条例に基づく相談体制の整備や普及・啓発を実施するも、県民の
条例の認知度は低い状況であり、条例の理念や相談窓口について、更なる周知が必要。障害のある人もない人も
互いに多様な価値を認め合う共生社会を目指すため、引き続き取組を行っていく。

(2)普及・啓発活動
①条例フォーラムの実施（令和５年11月） 参加者４８人
・第１部 基調講演「障害者雇用の現状とあり方～誰もが活躍できる社会を～」

講師：NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター 理事長 城 貴志 氏
・第２部 シンポジウム「障害者雇用の取り組みについて」

シンポジスト：宮川バネ工業(株) 代表取締役 宮川 草平 氏
ヤンマーシンビオシス(株) 滋賀事業部長 太田 光典 氏

コーディネーター：NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター理事長 城 貴志 氏
②出前講座等 障害当事者や専門家を講師派遣 ６１回
③合理的配慮の助成事業
・事業者や団体等が合理的配慮を提供する際にかかる費用を助成 ７件

④共生社会サポーター
・条例の理念等に沿って積極的に取り組んでいく意思を対外的に示すためのステッカー配布 １８事業所

３．その他の活動状況


